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 Ⅰ 新公立病院改革プランについて 

 

１ 新公立病院改革プランとは 

  平成 27年 3月 31日総財準第 59号において、総務省自治財政局長より「公立病院改革の推進

について（通知）」が出された。 

  各公立病院では、平成 19年 12月 24日付けで「公立病院改革ガイドライン」による改革プラ

ンを作成し取り組んできたが、実施期間は平成 25年度で終了した。再編・ネットワーク化や経

営形態の見直しに取り組む病院が増え、黒字化となった病院も増加したが、依然として医師不

足等の厳しい環境が続いており、持続可能な経営を確保しきれていない。また、少子高齢化に

よる人口減少が急速に進行する中で、医療需要が大きく変化することが見込まれており、地域

ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組むことが必要になってきている。このため、前回

プランの３つの柱の①経営効率化、②再編・ネットワーク化、③経営形態の見直しに、4番目の

柱として④地域医療構想を踏まえた役割の明確化を加えてプランを作成することとなった。 

２ 医療法に基づく地域医療構想について 

  国においては、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」

（平成 25 年法律第 112 号）」に基づく措置として、都道府県による地域の将来の医療提供

体制に関する構想（以下「地域医療構想」という。）の策定、医療従事者の確保・勤務環境

の改善、消費税増収分を活用した基金（以下「地域医療介護総合確保基金」という。）の設

置等を内容とする「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律」（平成 26 年法律第 83 号）。以下「医療介護総合確保推進法」とい

う）が、平成 26年 6月 25日に公布され、順次施行されている。 

  医療法に基づく地域医療構想は、公立病院・民間病院を含めた各地域の医療提供体制の

将来の目指すべき姿を示すものとして、都道府県が作成する。 

  公立病院改革と地域医療構想は、地域において必要な医療提供体制の確保を図るという

目的は共通しており、その検討も重なりあう。そのため、今後の公立病院改革は、この医

療法に基づく地域医療構想の検討及びこれに基づく取組と整合的に行われる必要がある。 

３ 産婦人科病院における新公立病院改革プランの策定 

 公立病院ガイドラインによる 4つの柱を基本とし策定をする。 

  なお、地域医療の実情や、地域医療構想と不整合となる部分が出た場合には、新公立病

院改革プランの見直しをすることとする。 

４ 新病院改革プランの更新について 

  新病院改革プランは令和 2 年度までの計画として策定したが、新たなガイドラインにつ

いて国からの発出が延期されたことから、令和 3年度は既存の計画を延長し対応した。 

  令和 4年 3月 29日に国から新たなガイドラインである「持続可能な地域医療提供体制を

確保するための公立病院経営強化ガイドライン」が発出され、限られた医師・看護師等の

医療資源を地域全体で最大限効率的に活用することが重要という考えが示されている。   

当院では令和 3 年 11 月に策定した「上田市立産婦人科病院のあり方について（方針）」

に基づき、信州上田医療センターとの医療機能の集約等について進めており、方針内容は

新たなガイドラインの趣旨に合致していることから、方針の基本施策を既存の新病院改革

プランに盛り込み、その取組にかかる令和 4、5年度実績を点検・評価していくこととする。 
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Ⅱ 公立病院改革プラン（平成 22年度～平成 25 年度）について 

 

１ 公立病院改革プラン（平成 22年度～平成 25年度）の結果 

  新公立病院改革プランを作成するに当たり、前公立病院改革プランの実績等の検証につ

いて明らかにし、新しいプランの作成の考え方、目標数値等の基礎とする。 

 

 (1) 上田地域の状況 

   上小医療圏においては、信州上田医療センター（旧長野病院）の機能回復を図るため

の施策として地域医療再生計画が実施され、①救急医療体制の確立、②周産期医療体制

の確立、③医師等の安定的な確保体制の構築、④地域医療連携の確立を施策の柱として

実施してきた。周産期医療体制という面では、信州上田医療センターの分娩取扱いが休

止されたため、地域内の分娩を取扱う医療機関として、産婦人科病院ではできる限りの

受入れを行ってきた。また、②周産期医療体制の確立という施策を受け、老朽化してい

た旧産院の移転・新築を進め、平成 24年 4月 1日に上田市立産婦人科病院として開院と

したことは、大きな成果と言える。 

そして、平成 26年 4月には、信州上田医療センターの産婦人科医が確保できたことに

より分娩取扱いが再開され、地域医療再生計画の成果として挙げられることとなった。 

 

 (2) 産婦人科病院の改革プランの主な結果 

   旧産院において、平成 22 年度から平成 25 年度までの期間での公立病院改革プランを

作成し、それに基づき実施してきた実績は以下のとおりである。 

① 公立病院として果たすべき役割 

   ･ 信州上田医療センター（旧長野病院）の産科休止、分娩を扱う民間医療機関の減少、産

院の医師不足等の影響により、地域内で分娩を希望する者全てに対応できない状況の中

で公立病院として対応可能な限りの分娩を扱ってきた。 

・ 医師･助産師等の医療スタッフの確保、老朽化した施設の整備により医療体制を整え、

安全なお産と適正な医療を提供に努力してきた。 

② 経営効率化に係る計画と数値目標及び実績 

 ・財務に係る数値目標 

財務目標 25年度目標 25年度実績 備  考 

経常収支比率 100.04% 87.9%  

医業収支比率 92.7% 70.3%  

職員給与費:医業収益比率 66.4% 68.0%  

病床利用率 65.3% 59.3%  

1人 1日診療収入（入院） 49,109円 45,854円  

1人 1日診療収入（外来） 6,175円 7,617円  
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 ・医療機能に係る数値目標 

医療機能 25年度目標 25年度実績 備  考 

年間分娩件数 600件 427件  

入院患者延数 6,435人 5,848人  

1日平均入院患者数 18人 16人  

外来患者延数 17,500人 11,925人  

1日平均外来患者数 58人 39.5人  

  ・具体的な取り組みと成果 

区 分 25年度目標 成果等 

民間経営手法の導入 宿日直業務委託化 平成 22年度から委託 

 清掃業務委託化 平成 22年度から委託 

 給食業務委託 対費用効果、患者への栄養指

導の観点から当面直営を継続 

事業規模･形態の見直し 移転新築後の婦人科の

あり方 

思春期外来から高齢者までに

対応 

 総病床数は変更無 一般 2床増、未熟児 2床減 

経費削減・抑制対策 薬剤師、給食員のパー

ト化 

平成 22年度から実施 

 経常経費の抑制 移転新築もあり、経常経費は

増加 

収入増加･確保対策 医療機器のリース化 平成 22年度 4機種をリース 

 常勤医師、助産師を確

保し分娩件数、外来患

者数の増加を図る 

常勤医師の体調不良もあり、

分娩件数等の増加はしたが、

目標値にはとどかなかった。 

 看護施設基準 10：1 の

適用 

平成 22年 7月 

 分娩料金の改定 平成 24年 4月 

平成 26年 4月（25年度検討） 

  ③ 再編･ネットワーク化に係る計画及び実績  

    平成 24年 4月に信州上田医療センターの隣接地に移転新築し、小児科の定期回診、検査

科への緊急検体検査等の医療連携を実施した。 

  ④ 経営形態見直しに係る計画及び実績 

    地方公営企業法財務適用の経営形態としている産婦人科の単科病院であること及び平成

24 年 4 月に施設を新築し移転したこともあり、当面は収益の改善を図ることを課題として

取り組んだ。 

  ⑤ 点検･評価･公表等について 

    プランについては外部有識者や地域住民を含む上田市立産婦人科病院運営審議会におい

て取り組み状況、実績等について報告し客観性を確保した。 
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Ⅲ 上田市立産婦人科病院新公立病院改革プラン 

 

１ 新公立病院改革プランの対象期間 

 

  平成 28年度から令和 3年度までの 6年度とする。 

 

２ 産婦人科病院の新公立病院改革プランにおいて設定する目標 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

３ 新公立病院改革プランの内容 

 

  新公立病院改革プランが求める、公立病院が持続可能な経営を確保するための方策、また、

少子高齢化による人口減少が急速に進行する中で、医療需要の変化を見込んだ地域ごとに作成

される地域医療構想を踏まえた取り組みのため、以下の４つの柱について改革案を作成する。 

①経営効率化 

②再編・ネットワーク化 

③経営形態の見直し 

④地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 

 (1) 経営効率化 

  ① 経営指標に係る数値目標の設定 

   1) 収支改善に係るもの                      （単位：％） 

      H28実績 H29実績 H30実績 R元実績 R2実績 R3実績 

経常収支比率 94.65 97.96 87.61 83.01 94.90 90.92 

医業収支比率 72.47 78.71 64.92 58.60 60.36 52.55 

   ・経常収支比率 

：黒字化が厳しい現状において、赤字幅の縮減を図ることを目標とし、87％以上を目

標値とする。 

   ・医業収支比率 

：料金の見直し等による医業収入の増加を図り、医業支出については、人件費、経常

経費等の見直しにより抑制を図る。医業収入については、平成 24 年度料金改定の

附帯意見として「診療報酬の改定期に合わせて料金の検討をする」こととなってい

るため、定期的な検討を実施していく。 

① 持続可能な経営を確保する上で必要な医師、助産師の確保 

② 適時、適正な料金設定による医業収入の確保と、令和 3 年度には赤字幅の縮減に向けた経

営改善への取り組み 

③ 婦人科診療の充実、及び妊娠期から出産後における産後ケアを含めた継続的な医療の 

提供と、関係機関との連携による子育て環境に対する継続的な取り組みの強化 

④ 他会計補助金について、基準の検討 

⑤ 公立病院のあり方に対する方針の策定 
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2) 収入確保に係るもの                                         （単位：％、人、円）  

      H28実績 H29実績 H30実績 R元実績 R2実績 R3実績 

職員給与費対 

医業収益比率 
90.94 86.35 105.09 117.13 111.88 130.88 

入院数（1日） 17 17 13 11 11 9 

外来数（1日） 46 48 42 34 36 34 

医師 1日医業収益 577,715 631,971 508,012 429,264 428,205 737,449 

看護 1日医業収益 44,440 46,813 39,078 30,662 31,719 29,498 

病床利用率 61.5 63.5 47.5 40.8 40.8 32.5 

 ・職員給与費対医業収益比率 

：給与費は、既存施設規模及び機能を維持するために大幅な削減をすることができない 

中で、効率的な配置などにより体制の再構築を進めていく。 

 ・入院数、外来数 

：1日当たりの人数については、産科だけではなく、婦人科の診療（特定治療および検診 

業務）に力を入れることで利用者数を増加させる。 

 ・1日あたりの医業収益 

：限られたスタッフの中で収益性を高める取り組みを行う。 

 ・病床利用率 

：分娩件数の減少や新生児病床の利用率が低いことが利用率低迷の理由としてあげられ 

る。今後は、地域ニーズが増加する産後ケア事業の受入により空床対策を進める。 

 

 

3) 医療機能等指標に係る数値目標の設定                       （単位：件） 

            H28実績 H29実績 H30実績 R元実績 R2実績 R3実績 

分娩件数 470 498 407 328 302 272 

入院件数 6,061 6,254 4,685 4,036 4,019 3,206 

外来件数 13,889 14,709 12,664 9,840 9,928 9,165 

 ・分娩数 

：少子化や里帰り分娩の減少から増加を見込むことが難しい状況となっているが、地域 

のお産を地域内で完結することができるための体制を担う公立病院として、引き続き 

安全で安心な医療の提供に取り組んでいく。 

 ・入院件数、外来件数 

：分娩件数と同様に減少傾向にあるが、助産師外来の充実や婦人科特定疾患治療及び検 

診業務の積極的な受け入れに取り組む。 

・その他 

：妊娠から子育てまでの一貫した支援体制の構築に向けて、定期的な会議への参加や情 

報の共有など、市の関係部局との連携により支援体制の強化に向けて取り組みを進め 

る。 
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② 一般会計負担の考え方 

 上田市立産婦人科病院は地方公営企業であるため、経営に当たっては独立採算を基本原則 

とするため経済性に力点が置かれるが、本来の目的である地域の安全・安心なお産・医療提 

供に力点を置くことも必要なことである。安全・安心な医療提供を行うためには、医師、助 

産師・看護師をはじめとする医療スタッフの確保、医療機器の整備等、採算性だけで判断で 

きない必要性が生じる面がある。どうしても医業収入だけでは賄えない医業支出に充てるた 

め、これまでも一般会計からの負担を求める中で病院の運営を行ってきている。産婦人科病 

院事業において一般会計に負担を求めている大きなものとして、非常勤医師報酬が挙げられ 

るが、これは本来 3人の常勤医師が必要な病院であるにも関わらず 2人の常勤医師で診療を 

行っているため、その過重な労働を軽減するための費用を一般会計に求めているためである。 

 このように病院事業に要する経費のうち、その性質上経営に伴う収入をもって充てること 

が適当でない経費、効率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入をもって充てることが 

客観的に困難であると認められる経費については、地方財政計画に計上され、地方交付税に 

より財政措置されている。 

 新公立病院改革プランを進める中で、一般会計の負担の在り方について検討、役割の明確 

化を財政当局と十分に協議する中で、負担のルール化を決定していく。 

○他会計補助金の予定額（別紙財政計画から転記）           （単位：千円） 

            H28実績 H29実績 H30実績 R元実績 R2実績 R3実績 

収益的収支分 80,963 76,715 92,760 97,347 143,736 161,953 

うち基準内 5,635 5,681 5,268 4,590 4,212 3,800 

  うち基準外 75,328 71,034 87,492 92,757 139,524 158,153 

資本的収支分 317,577 8,471 7,764 8,349 6,264 8,047 

うち基準内 167,577 8,471 7,764 8,349 6,264 8,047 

  うち基準外 150,000 0 0 0 0 0 

合計 398,540 85,186 100,524 105,696 150,000 170,000 

○総務省が示した繰出基準 

基 準 趣 旨 繰出しの基準 

１ 病院の建設改良に要する

経費 

病院の建設改良費につ

いて一般会計が負担す

るための経費 

病院の建設改良費（当該病院の建設改良に

係る企業債及び国庫（県）補助金等の特定財

源を除く。以下同じ。）及び企業債元利償還

金（PFI 事業に係る割賦負担金を含む。以下

同じ。）のうち、その経営に伴う収入をもっ

て充てることができないと認められるもの

に相当する額（建設改良費及び企業債元利

償還金の 2 分の 1（ただし、平成 14 年度ま

でに着手した事業に係る企業債元利償還金

にあっては 3 分の 2）を基準とする。）とす

る。 
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２ へき地医療の確保に要する経費 

３ 不採算地区病院の運営に要する経費 

４ 結核医療に要する経費                 非該当 

５ 精神医療に要する経費 

６ 感染症医療に要する経費 

７ リハビリテーション医療に要する経費 

基 準 趣 旨 繰出しの基準 

８ 周産期医療に要する経費 周産期医療の実施に要

する経費について、一般

会計が負担するための

経費 

周産期医療の用に供する病床の確保に要す

る経費のうち、これに伴う収入をもって充

てることができないと認められるものに相

当する額 

９ 小児医療に要する経費 

10 救急医療の確保に要する経費 

11 高度医療に要する経費                 非該当 

12 公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費       

13 院内保育所の運営に要する経費 

14 公立病院附属診療所の運営に要する経費 

15 保健衛生行政事務に要する経費 

16 経営基盤強化対策に要す

る経費 

(1) 医師及び看護師等の研究

研修に要する経費 

医師及び看護師等の研

究研修に要する経費の

一部について繰り出す

ための経費 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費

の 2分の 1 

(2) 保健・医療・福祉の共同

研修等に要する経費 

病院が中心となって行

う保健・福祉等一般行政

部門との共同研修・共同

研究に要する経費の一

部について繰り出すた

めの経費 

病院が中心となって行う保健・福祉等一般

行政部門との共同研修・共同研究に要する

経費の 2 分の 1 

(3) 病院事業会計に係る共済

追加費用の負担に要する

経費 

 

 

 

 

 

 

病院事業会計に係る共

済追加費用の負担に要

する経費の一部につい

て繰り出すための経費 

 

 

 

 

 

 

当該年度の 4 月 1 日現在の職員数が地方公

務員等共済組合法の長期給付等に関する施

行法（昭和 37 年法律第 153 号。以下「施行

法」という。）の施行日における職員数に比

して著しく増加している病院事業会計（施

行法の施行日以降に事業を開始した病院事

業会計を含む。）に係る共済費用の負担額の

一部とする。 
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基 準 趣 旨 繰出しの基準 

(4) 公立病院改革の推

進に要する経費 

 

 

 

 

「公立病院改革の推進につ

いて」に基づく新公立病院改

革プラン（以下「新改革プラ

ン」という。）の実施に伴い必

要な経費の一部について繰

り出すための経費 

① 新改革プランの策定並びに実施状況の点

検、評価及び公表に要する経費 

② 新改革プランに基づく公立病院の再編等

に伴い必要となる施設の除却等に要する経

費及び施設の除却等に係る企業債元利償還

金のうち、その経営に伴う収入をもって充

てることができないと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認められるものに相当する額 

③ 新改革プランに基づく再編・ネットワー

ク化に伴い、新たな経営主体の設立又は既

存の一部事務組合若しくは広域連合への加

入に伴い経営基盤を強化し、健 

全な経営を確保するために要する額のう

ち、その経営に伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められるものに対する出

資に要する経費。 

④ 新改革プランに基づく公立病院の再編等

（財政通知に基づき再編・ネットワーク化

計画を提出したものに限る。）に伴い、新た

に必要となる建設改良費及び企業債元利償

還金のうち、その経営に伴う収入をもって

充てることができないと認められるものに

相当する額（第 7 1(2)の基準に関わらず、

建設改良費及び企業債元利償還金の 3 分の

2 を基準とする。）とする。 

⑤ 前改革プランに基づく公立病院の再編等

に伴い、新たに必要となる建設改良費のう

ち、その経営に伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められる額に対する出資

に要する経費 

(5) 医師確保対策に要

する経費 

 ア 医師の勤務環境の

改善に要する経費 

公立病院に勤務する医師の

勤務環境の改善に要する経

費の一部について繰り出す

ための経費 

国家公務員である病院等勤務医師について講

じられる措置を踏まえて行う公立病院に勤務

する医師の勤務環境の改善に要する経費のう

ち、経営に伴う収入をもって充てることが客

観的に困難であると認められるものに相当す

る額 

 イ 医師の派遣を受け

ることに要する経

費 

公立病院において医師の派

遣を受けることに要する経

費について繰り出すための

経費 

公立病院において医師の派遣を受けることに

要する経費 
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③ 目標達成に向けた具体的な取組 

  1) 医師等の人材の確保・育成 

    医師確保 

 ：病院は医療法上 3人の常勤医師を置くことになっている。現在は 2人の常勤医師 

と、非常勤医師を常勤換算することで 3人の医師数を確保している。サービス向 

上と安定的な診療体制を確保するため、関係機関及び大学医局との連携を確保す 

るなど、引き続き医師の確保対策に取り組む。 

    助産師確保 

：周産期医療の提供体制は 24 時間 365 日であり、安心で安全なお産の提供のため、 

夜勤業務含め一定の人員の確保が必要となる。出生数が減少する中で、実情に即し 

た経営改善への取り組みとして、安全と安心を確保しつつ適正な人員体制への見 

直しへの取り組みを進める。また、質の高いスタッフを養成するため、クリニカル 

ラダーによる助産師の育成を行う。 

  2) 施設・設備整備費の抑制等 

     産婦人科病院は平成 24年 4月に現在地に移転・新築をしたため、施設については

まだ大規模修繕等の時期には達していないが、医療機器については、順次経年によ

る耐用年数切れ（概ね 6 年）となってくる機器もでている。そのため適切な保守を

行うことで、正常に使用できる期間を伸ばす試みとともに計画的な機器の入れ替え

を行うこととする。 

また、整備をするに当たり、購入あるいはリースかを比較することで、経済的な

判断を行うこととする。 

  3) 病床利用率が特に低水準である病院における取組 

     産婦人科病院の病床は、一般病床 22 床と新生児病床 5 床の計 27 床である。産科

という特性から、安全にお産ができる環境を整えるために病床数を確保する必要が

あるため、一般病床の見直しについては少子化の影響を今後見定めた中で検討され

るものであるが、新生児病床の稼働率は一般病床と比較すると低い率であるため、

病院全体の病床利用率を上げるためには新生児病床数の見直しを検討することも一

つの方法となる。 

 

 (2) 再編・ネットワーク化 

  ① 信州上田医療センター産婦人科との役割分担の中での連携 

    信州上田医療センターの産婦人科は平成 26年 4月に再開し、地域のハイリスクを中

心とした 2次医療を担う病院として機能回復している。 

平成 24 年 4 月に当院が信州上田医療センター隣接地に移転新築となった時点では、

ハイリスクは当地域外の病院にお願いせざるを得ない状況となっていたが、現在では

医療センターの機能回復により、医療センターは 2次医療（ハイリスク）を取扱い、当

院では帝王切開までの 1.5次医療を取扱う、という役割分担がされている。 

    また、当院と信州上田医療センター産婦人科及び小児科との定期的な症例検討を行

うことで、相互の医療レベルを高める努力をしている。 

 



- 12 - 

 

  ② 信州上田医療センター各科との連携 

    小児科：毎週 2回の新生児回診 

    検査科：血液検査、レントゲン、ＭＲＩ、ＣＴ等の検査 

    産婦人科：ＨＳＧ検査 

    看護部：研修の相互乗り入れ、看護スタッフ間での交流強化 

  ③ その他地域内産婦人科医療機関との連携 

   上田地域の周産期医療は、２次医療を担う信州上田医療センターを中核病院とし、公立・

民間合わせ４医療機関により、地域内の分娩をほぼ完結できる体制を維持している。少子

化が進み各医療機関の分娩取扱数が競合する中でも、利用者が個々のニーズに合わせた施

設の選択ができる体制と既存の地域周産期医療提供規模を維持するため、各医療機関が持

つ医療機能を有効活用した役割分担など、有機的な連携体制を検討する。 

 

(3) 経営形態の見直し 

  上田市立産婦人科病院は、地方公営企業法の一部適用団体であり、地方公営企業法の財

務規定のみを適用している。開設者は市長であり、職員の任免、給与等についても上田

市職員に関する規定に基づき運用している。 

   経営形態の見直しとして次の 4つの視点が考えられる。 

   ・地方公営企業法の全部適用 

   ・地方独立行政法人化（非公務員型） 

   ・指定管理者制度の導入 

   ・民間譲渡 

   このうち、地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人化（非公務員型）について

は、小規模の病院であり費用対効果の面からあまり有益ではないことが推測される。 

指定管理者制度の導入及び民間譲渡といった経営形態の見直しについては、今後の少子化

の進行状況、当院における医師及び医療スタッフの確保状況等の要因に、地域の二次医療を

担う信州上田医療センター産婦人科の医師確保等の状況についても併せて考慮しつつ、将来

を見据えた当地域の周産期医療提供体制の維持・確保に向けた取り組みとして、以下のとお

り地域周産期医療提供体制を踏まえた市立産婦人科病院のあり方に対し検討を進める。 

①市立産婦人科病院のあり方に対する方針の策定について 

  市立産婦人科病院の将来のあり方は、平成 30年度の市議会において以下のとおり

付帯意見が附された。 

  ・「常勤医師の確保に継続的に努めるとともに、経費の削減等を一層進め、収支 

   改善に向けた取り組みに努めること。」 

  ・「地域の周産期医療体制を維持していくために、上田市立産婦人科病院の果た 

   すべき役割、経営の在り方について研究する組織を、信州上田医療センター 

   をはじめ各関係機関を交えて立ち上げること。」 

  上記を踏まえ、令和 2 年度に市立産婦人科病院運営審議会に対し、あり方に対す

る諮問を行い、審議会では専門部会として「地域周産期医療あり方研究会」を設置

し、意見の集約による市への答申を進めた。この産婦人科病院運営審議会からの答申

を踏まえ、令和 3 年度に、市立産婦人科病院のあり方について市としての一定の方

針を示していく。 
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  (4) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

   地域医療構想においては、地域周産期医療に対する将来の方向性が示されていないた

め、役割の明確化という点での整合性を確定的なものとはできない。しかし、上田地域

において分娩受け入れをしている医療機関のうち１施設が平成 28 年 9 月末で分娩取扱

いの休止となったことから、信州上田医療センター産婦人科（主にハイリスク）、民間の

産婦人科医院として 1 施設、助産所とうみに当院を加えた 4 施設により、地域の分娩数

を確保していく必要がある。  

  少子高齢化の状況は今後も進むことが予想されるが、上田地域の分娩は上田地域の中

で確保していく、という点から、ハイリスクを担う信州上田医療センターと、それ以外

の 3 施設は正常分娩又は帝王切開までを担当し、地域内での役割分担をした上で安全・

安心な医療提供を行うことが必要であり、お産を扱う施設が少なくなることで少子化の

傾向を強くさせる要因とならないよう注意すべきである。 

 

４ 年度別実施項目 

区分 実施項目 H28 H29 H30 R元 R2 R3 

経営効率化 料金改定の検討 

※2年ごとに検討 
検討 実施 検討 実施 検討 実施 

 他会計負担基準の検討 

収支黒字化を念頭に検討 
 

財政 

調整 
実施    

 常勤医師確保（法定 3 人） 継続      

 看護スタッフ確保 継続      

 婦人科診療充実 

※特定治療、既存不妊治療 
継続      

 施設設備費の抑制等 継続      

 病床利用率等の向上 

※地域医療構想による病床数

の検討 

継続 

利用者

の増加 

     

再編、ネット

ワーク化 

信州上田医療センター産婦人

科との役割分担の中での連携 
継続      

信州上田医療センター小児

科、検査科等との連携 
継続      

経営形態 

見直し 

経営形態の見直しの研究 

※状況により検討 
 検討   

検討 

着手 

方針 

調整 

地域医療構想 地域医療構想に記された施策

との整合 
 検討     
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Ⅳ 「上田市立産婦人科病院のあり方について（方針）」に基づく取組 

 

１ 基本施策（5つの取組） 

（1）信州上田医療センターとの医療機能の再編、集約化 

  将来にわたり医師や医療スタッフの確保などにより、医療の安全を第一とした地域にお

いて必要な周産期医療提供体制を確保するため、「信州上田医療センター」と相互の医療機

能を再編し、機能分化や役割分担などによる安定的で持続可能な診療体制の整備を目指し

ます。 

 

 《後期まちづくり計画》 

  4-1-2 安心して医療が受けられる環境づくり 

   基本施策 2 救急医療体制と周産期医療体制を充実します。 

 

（2）上田市立産婦人科病院施設の有効活用 

  上田市立産婦人科病院（旧上田市産院含）のこれまでの取組に対する市民等の評価を踏

まえ、病院施設を医療、保健、福祉施設等として有効に活用します。 

 

 《後期まちづくり計画》 

  4-1-2 安心して医療が受けられる環境づくり 

  4-3-1 出産・子育てしやすい環境の実現 

  4-3-2 多様なニーズに応えるきめ細やかな子育て支援の充実 

 

（3）地域周産期医療への政策的な関わりの継続 

  行政として、医療機関等の関係機関と連携した地域全体の周産期医療提供体制の基盤の

構築と維持のため、引き続き重要課題として位置づけ、政策的に地域や医療機関等におい

て必要とする支援を継続して行います。 

 

 《後期まちづくり計画》 

  4-1-2 安心して医療が受けられる環境づくり 

   基本施策 1 医療従事者の確保と信州上田医療センターの機能の充実を図ります 

   基本施策 2 救急医療体制と周産期医療体制を充実します 

 

（4）地域の医師、助産師、看護師等、医療スタッフ確保対策の推進 

  産婦人科医師だけでなく、地域全体の医師不足問題に対応するため、看護師等を含めた

医療従事者の確保対策と、地元出身の医師等が地域で働ける環境や体制づくりを目指し、

上田地域広域連合、信州上田医療センターをはじめ、関係機関と連携して、体制整備に取

り組みます。 

 

 《後期まちづくり計画》 

  4-1-2 安心して医療が受けられる環境づくり 

   基本施策 1 医療従事者の確保と信州上田医療センターの機能の充実を図ります 
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（5）医療機関と行政が連携した母子保健事業の充実 

  医療機関と行政が連携した産前産後ケアなど、妊娠から出産、子育てまで切れ目のない

支援体制を確立し、母子保健事業や子育て施策の更なる充実を目指します。 

 

 《後期まちづくり計画》 

  4-3-1 出産・子育てしやすい環境の実現 

   基本施策 1 すべての子どもが健やかに成長できるよう、母子保健事業を充実します 

   基本施策 2 安心して子育てできる環境整備を地域全体で整えます 

  4-3-2 多様なニーズに応えるきめ細やかな子育て支援の充実 

   基本施策 1 幼児教育・保育のニーズに応える子育て支援の充実を図ります 

   基本施策 2 きめ細やかな支援で子どもや家庭を支えます 

   基本施策 3 男女ともに子育てと仕事を両立できる環境を整えます 

 

２ 点検・評価 

  実績に基づき点検・評価を行い、病院運営審議会への報告を行う。 
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Ⅴ 施設管理計画 

（1）施設管理計画について 

  病院経営において、適正な資産管理によるコストの平準化や削減は重要となる。 

設備等の定期的な保守や適正な維持管理による長寿命化や、遊休化している保有資産の

活用見直しなどを進め、経営改善としての経費削減及びライフサイクルコストの平準化を

図っていく。 

 

（2）保有資産の状況 

 ①資産の内訳と規模 

 土地 

 用  途 土地面積 備  考 

医師住宅用地 519㎡ 緑が丘 

旧産院施設用地（遊休資産） 1,864㎡ 常磐城 

 建物 

施  設 延べ床面積 備  考 

産婦人科病院 3,033㎡ 用地は借地（広域連合） 

医師住宅 178㎡ ２棟 

立体駐車場 2,715㎡ 用地は借地（国立病院機構） 

旧産院（遊休資産） 1,482㎡ 廃院 

 備品 

種  別 資産数 備考 

建物附属備品 77 外構等施設設備 

機械及び装置         7 空調等施設設備 

機械及び備品 296 医療機器等 

リース資産 1 Ｈ22備品（保育器等） 

 無形固定資産 

種  別 資産数 備考 

電話加入権 1 ＮＴＴ 

 

（3）資産管理について 

  産婦人科病院の資産は、建物及び事務用品を除き概ね医療用機械器具であり、標準耐用

年数は６年となっている。安全な医療を提供していく上で、医療機器の維持管理は重要で

あり、定期的な保守管理によるメンテナンスを実施する中で、使用期間を可能な限り延命

化しながら画的な更新による機器の入れ替えを進め、ライフサイクルコストの平準化を図

っている。 

 

（4）遊休資産の管理 

  産婦人科病院資産のうち、旧産院の土地及び施設は遊休資産となっている。 

  施設の再利用は老朽化により困難なことから、近隣の遊休公共資産と合わせた総合的な

活用方法の検討により、資産の処分（売却または公共資産の再活用）を進めることが望ま

しく、関係部局との連携により活用方法について調査研究を進めている。 
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（5）施設・設備の更新・改修に係る将来費用の推計 

 ①資産更新の状況 

 

 ②大規模構造物の改修・更新経費の見込み 

 

 ③設備の改修・更新経費の見込み 

 

  

④機械及び備品（医療機器等）の改修・更新経費の見込み 

 

※医療機器は、原則定期保守点検により延命化し、ライフサイクルコストの削減を行ってい

るが、診断装置や検査機器などの精密医療機械類は精度低下などの懸念があるため、一定

期間での計画的な更新を要す。 

資産更新年月別一覧 ※耐用年数は主たる資産の耐用年数、旧産院関連資産は除く

耐用年数

39

15

6

15

75

資産種別

建物

機械及び装置

機械及び備品

その他（事務備品等）

耐用年数内資産数 耐用年数超過資産数 資産額

2

9

860,600,707

287,791,420

69

63

1

6

65

45

157,390,973

21,680,441

計 143 117 1,327,463,541

取得年度 耐用年数 規模㎡
H22年度 31年 2,715
H23年度 39年 3,033
S44年度 24年 178

※単価は、財団法人自治総合センターの調査研究部会報告書適用（解体、仮移転費、設計料等含む）。
※大規模改修は規模面積の1/2で試算

2,226,200,000

資産価格

計 860,600,707

977,400,000
1,213,200,000
35,600,000

更新見込み額

5,690,000

大規模改修見込み額
271,500,000
379,125,000
－

223,587,429
631,323,278

650,625,000

立体駐車場
産婦人科病院建物
医師住宅（２棟）

　主な機会及び装置資産の一覧
取得年度 耐用年数
H23年度 10
H23年度 15
H23年度 15
H23年度 8

※機械設備の大規模改修は空調設備更新の見込み額
※外構、電気、内装関連は建築物の改修、更新に含む

内装関連
287,791,420 60,000,000 0計

19,120,500
101,705,400
163,092,600
3,872,920

大規模改修見込み額 更新見込み額
－
－
60,000,000
－

－
－
－
－

外構工事
電気設備
機械設備

資産価格

機械及び備品（医療機器）耐用年数別一覧

9
134 157,390,973

耐用年数
2年
3年
4年
5年
6年
8年
10年
15年

資産数
1
3
2
20

測定装置等主な医療機器
患者ベッド系
診察台等診療器具系
棚類等設備系

資産価格
145,800
2,094,120
2,474,850
26,606,352
81,990,183
13,099,918
28,001,299
2,978,451

57
10
32

主な種目
陣痛測定装置
寝具系
搬送用保育器
手術用機器系



（資料）  収支実績（平成29年度～令和3年度）　

1.収益的収支

1 ａ 421,732 461,339 370,849 314,221 312,590 269,169

(1) 301,527 327,419 257,043 220,159 221,006 177,501

82,114 89,997 61,018 61,588 68,203 43,235

26,261 26,477 16,336 16,347 16,019 10,919

193,152 210,945 179,689 142,224 136,784 123,346

(2) 95,004 105,265 90,062 75,028 72,787 67,962

24,123 25,827 25,519 19,176 20,418 20,511

9,926 10,789 10,626 7,937 8,257 7,698

60,955 68,649 53,917 47,915 44,112 39,753

(3) 25,201 28,655 23,744 19,034 18,797 23,706

20,977 23,859 19,693 15,038 15,219 12,144

1,835 2,106 1,883 2,158 1,690 7,252

2,389 2,690 2,168 1,838 1,888 4,310

2 142,298 125,613 140,891 142,075 191,567 206,695

(1) 1,566 1,660 1,356 1,093 3,872 2,606

(2) ａ’ 80,963 76,715 92,760 97,347 143,736 161,953

5,635 5,681 5,268 4,590 4,212 3,800

75,328 71,034 87,492 92,757 139,524 158,153

(3) 51,597 38,127 38,906 37,759 36,319 36,690

(4) 8,172 9,111 7,869 5,876 5,539 5,446

　患者外給食収益 0 0 0 0 0 0

　受　取　利　息 110 106 55 25 9 8

　産科医療補償保険料 7,504 7,936 6,560 5,184 4,912 4,188

　そ　　の　　他 558 1,069 1,254 667 618 1,250

(5) 支払基金交付金 2,101 0

(Ａ) 564,030 586,952 511,740 456,296 504,157 475,864

1 ｂ 581,915 586,089 571,246 536,259 517,894 512,204

(1) ｃ 383,515 398,375 389,713 368,046 349,732 352,301
117,532 123,580 125,918 123,005 120,181 125,425
115,599 119,013 106,836 96,789 112,320 87,193

　　　内引当金繰入 15,236 16,351 16,920 16,356 16,815 16,591

44,288 36,526 39,973 30,319 0 0

62,319 69,452 66,875 70,779 70,329 94,174

43,777 49,804 50,111 47,154 46,902 45,509
　　　内引当金繰入 2,835 3,118 3,279 3,173 3,098 2,934

(2) 34,222 33,661 26,669 22,860 25,345 19,867
　　薬   品   費 7,218 6,740 5,369 4,824 4,455 4,509
　　診療材料費 20,127 19,752 15,813 13,520 16,210 11,450
　　給食材料費 6,371 6,614 5,055 4,374 4,380 3,908

506 555 432 142 300 0
(3) 78,636 93,525 95,862 87,543 88,960 89,562

135 83 62 29 2,350 3,451
936 1,117 1,126 813 848 727
123 250 167 32 112 14

8,135 8,898 8,820 8,342 7,836 8,830
96 87 92 178 37 57
35 35 13 13 13 11

230 411 243 181 316 335
664 2,416 2,537 1,344 1,617 2,345

8,292 8,660 7,377 6,050 5,567 4,882
8,342 18,350 17,816 17,557 17,832 18,537

989 1,080 1,067 1,070 1,023 973
43,338 44,071 46,244 47,747 47,043 45,894
1,731 1,857 1,762 1,658 1,787 1,430
3,506 4,099 6,646 795 768 226
2,084 2,111 1,890 1,734 1,811 1,850

0 0 0 0 0 0
(4) 59,548 58,881 57,645 56,540 52,791 50,190

25,476 25,190 25,163 25,116 24,448 24,120
15,233 15,233 15,233 15,233 16,577 16,577
18,839 18,458 17,249 16,191 11,766 9,493

0 0 0 0 0 0
(5) 24,739 254 122 129 738 0
(6) 1,255 1,393 1,235 1,141 328 284

0 0 0 0 0 0
596 761 725 635 0 0
335 337 290 297 264 215

0 0 0 0 0 0
14 289 218 209 64 69

310 6 2 0 0 0

2 ｂ’ 13,995 13,072 12,840 13,415 13,339 11,159

(1) 5,292 3,399 3,279 3,161 3,041 2,924
(2) 8,703 9,673 9,561 10,254 10,298 8,235

(Ｂ) 595,910 599,161 584,086 549,674 531,233 523,363
(Ｃ) △ 31,880 △ 12,209 △ 72,346 △ 93,378 △ 27,076 △ 47,499
(Ｄ) 51,200 0 0 0 0 0

(Ｅ) 0 0 0 0 0 0

(Ｆ) 51,200 0 0 0 0 0
19,320 △ 12,209 △ 72,346 △ 93,378 △ 27,076 △ 47,499

639 11,954 7,343 9,952 5,920 8,763
(Ｇ) 63,057 30,707 △ 34,296 △ 117,722 △ 138,878 △ 177,614

　　　　　　　　　　                                      　年　　度
    区　　分

30年度
実績

元年度
実績

そ の 他

基 準 外 繰 入 金

経 常 収 益

　　食　料　費

　　負　担　金

減 価 償 却 費

支 払 利 息

　　保　険　料

　　光 熱 水 費

当 年 度 純 利 益 又 は 純 損 失 （ Ｃ )+( Ｆ )

収
　
　
　
益
　
　
　
的
　
　
　
収
　
　
　
支

収
　
　
益
　
　
的
　
　
収
　
　
入

収
　
　
益
　
　
的
　
　
支
　
　
出

医 業 収 益

入 院 収 益

診 療 報 酬 収 入

室 料 差 額

一 部 負 担 金

そ の 他

外 来 収 益

そ の 他 医 業 収 益

一 部 負 担 金

そ の 他

　　給　　　料

研 究 研 修 費
　　報　　　酬

　　通信運搬費

　　建物及び付属設備減価償却費

給 与 費

28年度
実績

　　賃　借　料

　　賃　　　金

　　報　　　酬

　　図　書　費
　　研究研修材料費

そ の 他

公 衆 衛 生

医 業 費 用

医 業 外 費 用

　　法定福利費

 　 医療用消耗備品費

他 会 計 補 助 金

基 準 内 繰 入 金

長 期 前 受 金 戻 入

　　旅費交通費

　　研修負担金
　　食料費

　　機械及び装置減価償却費

診 療 報 酬 収 入

　　手　　　当

　　消 耗 品 費
　　消耗備品費

材 料 費

医 業 外 収 益

国 ･ 県 補 助 金

資 産 減 耗 費

　　印刷製本費
　　修　繕　費

　　諸   会   費
　　手　数　料

　　貸倒引当金繰入額

　　委　託　料

経 費
　　旅費交通費

　　燃　料　費

　　器械及び備品減価償却費
　　ﾘｰｽ資産減価償却費

そ の 他
経 常 費 用

特 別 損 益 ( Ｄ )-( Ｅ )

経 常 損 益 ( Ａ )-( Ｂ )

特 別 利 益

特 別 損 失

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

29年度
実績

3年度
実績

2年度
実績
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　　　　　　　　　　                                      　年　　度
    区　　分

30年度
実績

元年度
実績

28年度
実績

29年度
実績

3年度
実績

2年度
実績

(ア) 305,968 299,636 235,295 157,439 133,162 83,027

254,020 251,832 201,196 124,197 91,197 60,191

1,239 1,183 1,119 1,060 924 815

ア’ 50,709 46,621 32,980 32,182 41,041 22,021

(イ) 60,730 57,401 58,312 62,858 59,641 52,913

イ’ 16,944 15,529 16,698 12,529 16,096 14,464

0 0 0 0 0 0

25,715 22,403 21,414 30,801 23,587 18,862

(ウ) 0 0 0 0 0 0

(エ) 0 0 0 0 0 0

△ 245,238 △ 242,235 △ 176,983 △ 94,581 △ 73,521 △ 46,210

（Ａ）
（Ｂ）
(オ)
ａ

ａ

ｂ

ｃ

ａ

(Ｈ)
0 0 0 0 0 0

△125.60% △45.77% △43.33% △23.85% △15.54% △8.38%
（Ｈ）

ａ

61.5% 63.5% 47.5% 40.8% 40.8% 32.5%

62.2% 64.6% 49.7% 42.1% 42.1% 34.3%

58.5% 58.5% 38.2% 35.9% 34.8% 24.5%

19.2% 16.6% 25.0% 31.0% 46.0% 60.2%

17 17 13 11 11 9

46 48 42 34 36 34

577,715 631,971 508,012 429,264 428,205 368,725

44,440 46,813 39,078 30,662 31,719 29,498

254,020 251,832 201,196 124,197 91,197 60,191

※　分娩件数、出産の形態、医師、看護スタッフの体制、地域内の他施設の状況等により収益的収支は流動的な部分が多い。 
※　会計基準の改正が未検証であるため、２６年度の決算時における使用可能な利益剰余金、内部留保資金が未確定である。

―

100

94.65％

職 員 給 与 費 対
×

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

× 100

不
　
良
　
債
　
務

流 動 負 債

流 動 資 産

医 業 収 益 比 率
90.94％ 86.35％ 105.09％ 117.13％

医 業 収 支 比 率
　　（A)/(D)

×

う ち 建 設 改 良 費 分

(オ)
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

当年度同意債未借入・未発行の額

100

△58.15％ △52.51％ △47.72％ △30.10％

72.47％ 58.6％

― ― ― ―

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

（(ｲ-ｲ’)-(ｱ）-ｱ’）/（H)

× 100

現 金 預 金

貯 蔵 品

未 収 金

83.01％経 常 収 支 比 率

不 良 債 務 比 率

翌 年 度 繰 越 財 源

97.96％ 87.61％

差引
不 良 債 務

地方財政法施行令第15条第１項により算定した資
金 の 不 足 額

他会計繰入金対医業収益比率

1 日 当 入 院 患 者 数

医 師 １ 人 、 １ 日 当 医 業 収 益

100

一 般 病 床 利 用 率

未 熟 児 等 病 床 利 用 率

病 床 利 用 率

資 金 不 足 比 率 ×

1 日 当 外 来 患 者 数

※　収益的収支における一般会計繰入金、資本的収支の不足額に対する繰入金、未処理欠損金の処理については一般会計との調整を要する。

130.88％

90.92％

△17.17％

期 末 資 金 保 有 額

―

看 護 １ 人 、 １ 日 当 医 業 収 益

52.55％60.36％

△23.52％

94.9％

111.88％

78.71％ 64.92％
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